
Ⅰ.点検実施状況
及び修繕着手等の状況

（公開版）
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資料２



①．道路メンテナンスの点検修繕実施状況と
課題について
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道路のメンテナンスに関する取り組みの経緯
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橋梁、トンネル等の点検実施状況・判定区分（2019年度）《全国》

出典：道路メンテナンス年報記者発表資料（令和3年8月）4



橋梁の損傷事例

出典：道路メンテナンス年報記者発表資料（令和3年8月）5



１巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁の修繕等措置の実施状況《全国》

出典：道路メンテナンス年報記者発表資料（令和3年8月）6



出典：道路メンテナンス年報記者発表資料（令和3年8月）

１巡目点検で判定区分Ⅲ、Ⅳのトンネルの修繕等措置の実施状況《全国》
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直近5年間で判定区分Ⅲ、Ⅳの橋梁の修繕等措置の実施状況《全国》

出典：道路メンテナンス年報記者発表資料（令和3年8月）8



直近5年間で判定区分Ⅲ、Ⅳのトンネルの修繕等措置の実施状況《全国》

出典：道路メンテナンス年報記者発表資料（令和3年8月）9



橋梁個別施設計画の策定状況《全国》

○ 国のインフラ長寿命化基本計画（2013 年）では2020 年頃までの長寿命化修繕計画（個別施設計画）の策定を目標
としていますが、2020 年度末時点で橋梁の長寿命化修繕計画を策定していない地方公共団体が65 団体あり、策定
済みで公表していない地方公共団体は188 団体です。

○ 修繕の時期や内容を橋梁毎に示していない計画となっている地方公共団体は262団体です。
○ また、計画の策定後に点検結果を反映するなど計画の更新を行っていない地方公共団体は222団体です。
○ 橋梁等の老朽化対策を計画的・効率的に進めるためにも、長寿命化修繕計画を策定するとともに、点検結果を

踏まえ、更新を行うことが重要です。

出典：道路メンテナンス年報より（令和3年8月）10



判定区分Ⅳの橋梁の措置状況《全国》

○ 2020 年度末時点で判定区分Ⅳと診断された施設の措置状況のうち、撤去・廃止の割合は、2020 年度
末時点で、橋梁：33%であり、前年度末より増加しています。

出典：道路メンテナンス年報より（令和3年8月）11



点検実施者の保有資格の状況《全国》

○ 2020 年度に地方公共団体が実施した橋梁点検のうち、職員自らが点検（直営点検）を実施した割合は14%となって
います。

○ 直営点検による点検実施者のうち、国土交通省の実施する研修※1 を受講している割合は42%、民間資格※2 
保有のみは8%となっています。

○ 委託点検による点検実施者のうち、国土交通省の実施する研修を受講している割合は10%、民間資格保有のみは
50%となっています。

○ 点検の精度向上するためには研修受講、民間資格の活用など点検技術の向上を図る必要があります。

※2020 年度に点検を実施した施設のうち、報告があった1
27,011 橋を対象に橋梁数ベースで算出。（右図も同様）

○ 2020 点検実施橋梁の直営点検と委託点検の割合 ○ 点検実施者の保有資格や研修受講歴

出典：道路メンテナンス年報より（令和3年8月）12



②．九州、長崎県の点検実施状況
及び修繕着手率
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2019年度 2020年度 1巡⽬点検（実績）

○九州全道路管理者の2020年度の点検実施状況は橋梁３９％、トンネル３３％、道路附属物４６％。

〇九州の点検実施率は全国平均と比べ、橋梁・トンネルは同程度、道路附属物は平均より６％高い。

〇九州全道路管理者の2020年度の点検において、早期又は緊急に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ・

Ⅳ）の割合は、橋梁：７％、トンネル：１９％、道路附属物：９％。

出典：道路メンテナンス年報（令和3年8月）より作成

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※ （）は令和2年度末時点管理施設のうち点検の対象となる施設数

（撤去された施設や上記分野の点検の対象外と判明した施設等を除く。）

２０２０年度の点検実施状況（九州版）

（ 99.9％ ）

（ 99.9％ ）

（ 99.9％ ）
※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※ （）は令和元年度および令和2年度に点検を実施した施設数

橋梁、トンネル等の点検実施状況・判定区分《九州》

２巡目点検の点検結果（九州版）
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橋梁、トンネル等の点検実施状況《九州・長崎県》

○長崎県全道路管理者の２０２０年度の点検実施状況は橋梁３５％、トンネル２８％、道路附属物５６％程度
〇例えば、橋梁は２０１４，２０１５年度に比べ１１ポイント増加するなど、点検が前回より進捗している

２０２０年度の点検実施状況（全管理者合計）

出典：道路メンテナンス年報（令和3年8月）より作成

※四捨五入の関係で合計値が100%にならな
い場合がある

※ （）は令和2年度末時点管理施設のうち点
検の対象となる施設数
（撤去された施設や上記分野の点検の対
象外と判明した施設等を除く）

※道路附属物等：シェッド・大型カルバート
横断歩道橋・門型標識等

長
崎
県

2019年度 2020年度 1巡⽬点検（実績）

九
州
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橋梁、トンネル等の判定区分状況《九州・長崎県》

○長崎県の橋梁における判定区分の割合は、早期に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ）が６％（２０５橋）、 
緊急に措置を講ずべき状態（判定区分Ⅳ）が０.１％（２橋）

○トンネルでは判定区分Ⅲが３８％（２２施設） 
〇道路附属物等では判定区分Ⅲが３％（４施設）

出典：道路メンテナンス年報（令和3年8月）より作成

２巡目点検（2020年度時点）の判定区分割合（全道路管理者合計）

九
州

長
崎
県

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※ （）は令和元年度および令和２年度に点検を実施した施設数

（令和２年度末時点で診断中の施設を除く） 16



○長崎県の橋梁において、平成２６～３０年度に点検を実施し、次回点検までに
措置を講ずべき施設（判定区分Ⅲ・Ⅳ）における修繕に着手した割合は、

国土交通省管理：８６％、地方公共団体管理：５８％（うち市町村管理：５５％）
修繕が完了した割合は、

国土交通省管理：３６％、地方公共団体管理：３９％（うち市町村管理：３８％）

判定区分Ⅲ・Ⅳの橋梁の措置状況《九州・長崎県》

■ 九州

※ 平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ、Ⅳ診断された施

設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完了）した割合（令和２年度末時点） 出典：道路メンテナンス年報（令和3年8月）より作成

■ 長崎県
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○長崎県のトンネルにおいて、平成２６～３０年度に点検を実施し、次回点検までに
措置を講ずべき施設（判定区分Ⅲ・Ⅳ）における修繕に着手した割合は、

国土交通省管理：３３％、地方公共団体管理：６０％（うち市町村管理：３５％）
修繕が完了した割合は、

国土交通省管理： ０％、地方公共団体管理：２７％（うち市町村管理：１０％）

判定区分Ⅲ・Ⅳのトンネルの措置状況《九州・長崎県》

■ 九州

※ 平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ、Ⅳ診断された施

設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完了）した割合（令和２年度末時点）

■ 長崎県

出典：道路メンテナンス年報（令和3年8月）より作成
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判定区分Ⅲ・Ⅳの道路附属物の措置状況《九州・長崎県》

○長崎県の道路附属物において、平成２６～３０年度に点検を実施し、次回点検までに
措置を講ずべき施設（判定区分Ⅲ・Ⅳ）における修繕に着手した割合は、

国土交通省管理：６０％、地方公共団体管理：０％（うち市町村管理：０％）
修繕が完了した割合は、

国土交通省管理：１０％ 、地方公共団体管理：０％（うち市町村管理：０％）

■ 九州

※ 平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅲ、Ⅳ診断された施

設で、修繕（設計含む）に着手（又は工事が完了）した割合（令和２年度末時点）

■ 長崎県

出典：道路メンテナンス年報（令和3年8月）より作成
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○長崎県の橋梁において、平成２６～３０年度に点検を実施し、次回点検までに
措置を講ずべき施設（判定区分Ⅱ）における修繕に着手した割合は、

国土交通省管理：４５％、地方公共団体管理：４％（うち市町村管理：３％）
修繕が完了した割合は、

国土交通省管理：１２％、地方公共団体管理：３％（うち市町村管理：２％）

判定区分Ⅱの橋梁の措置状況《九州・長崎県》

■ 九州

※ 平成26～30年度に点検診断済み施設のうち、判定区分Ⅱ診断された施設で、

修繕（設計含む）に着手（又は工事が完了）した割合（令和２年度末時点）

■ 長崎県

出典：道路メンテナンス年報（令和3年8月）より作成

速報値
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判定区分Ⅳの橋梁の措置状況《九州》

○２０２０年度末時点で判定区分Ⅳと診断された橋梁は、１２０橋となり、前年度よ
り１３橋増加している。対策として、撤去・廃止された橋梁も２６橋（予定含む）と
前年度末より３橋増加

〇２０１８年度から２０２０年度にかけて判定区分Ⅳの橋梁は２６橋増加

2018年度
判定区分Ⅳの

橋梁
94橋

2019年度
判定区分Ⅳの

橋梁
107橋

出典：道路メンテナンス年報（令和3年8月）より作成

修繕・架替 機能転換 対応未定 撤去･廃⽌中（予定含む） 撤去･廃⽌済等

2020年度
判定区分Ⅳの

橋梁
120橋
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Ⅱ.点検及び修繕率向上に向けた
自治体支援について
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①．点検及び修繕率向上に向けた
自治体支援について
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道路メンテナンス事業補助制度

制度概要

対象構造物

道路の点検結果を踏まえ策定される長寿命化修繕計画に基づき実施される道路メンテ
ナンス事業に対し、計画的かつ集中的な支援を実施するもの

橋梁、トンネル、道路附属物等（横断歩道橋、シェッド、大型カルバート、門型標識）

対象事業 修繕、更新、撤去※

※撤去は集約に伴う構造物の撤去や横断する道路施設等の安全の確保のための構造物の撤去を実施するもの
※修繕、更新、撤去の計画的な実施にあたり必要となる点検、計画の策定及び更新を含む
※新技術等の活用の検討を行い、費用の縮減や事業の効率化などに取り組むもの

優先支援事業

長寿命化修繕計画

【トンネル】 【道路附属物等】【橋梁】

○○市

橋梁
長寿命化修繕計画
【個別施設計画】

記載内容

・老朽化対策方針

・新技術活用方針

・費用縮減方針

・施設名 ・延長 ・判定区分

・点検・修繕実施年度

・修繕内容 ・対策費用 等

○○市

トンネル
長寿命化修繕計画
【個別施設計画】

記載内容

・老朽化対策方針

・新技術活用方針

・費用縮減方針

・施設名 ・延長 ・判定区分

・点検・修繕実施年度

・修繕内容 ・対策費用 等

○○市

道路附属物等
長寿命化修繕計画
【個別施設計画】

記載内容

・老朽化対策方針

・新技術活用方針

・費用縮減方針

・施設名 ・延長 ・判定区分

・点検・修繕実施年度

・修繕内容 ・対策費用 等

新技術等を活用する事業※1、長寿命化修繕計画に短期的な数値目標※2を策定した自治体の事業

※1 コスト縮減や事業の効率化等を目的に新技術等を活用する事業のうち、試算などにより効果を明確にしている事業
※2「集約化・撤去」や「新技術等の活用」、「費用縮減」に関する数値目標

国費率

国費：５．５／１０×δ （δ：財政力指数に応じた引上率）

国庫債務負担行為の活用

国庫債務負担行為を可能とし、効率的な施工（発注）の実施と工事の平準化を図る

事業イメージ

地方公共団体は、長寿命化修繕計画（個別施設計画）を策定・公表

橋梁、トンネル、道路附属物等の個別施設毎に記載された計画に位置づけら
れた 道路メンテナンス事業を支援

九州地方整備局
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②．九州地方整備局の自治体支援
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直轄診断について
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直轄診断・修繕代行（呼子大橋）

○佐賀県唐津市が管理する呼子大橋（ＰＣ箱桁橋・ＰＣ斜張橋、橋長７２８ｍ）において、
平成２７年度に九州で初めての直轄診断を実施し、平成２８年度より修繕代行に着手

【呼子大橋の概要】

所在地：佐賀県唐津市呼子町殿之浦
路 線：市道呼子大橋線
建設年：１９８９年（２８年経過）

2500001210001100

V.C.L=250000

100

主橋部　494.25m

121000 1150100 100

取付橋部　233.60m

139960 93240100

橋長　727.85m

A2

P7
P6P5P4P3P2P1

A1

側面図
本土側 加部島側

斜張橋部断面図

道路メンテナンス技術集団による現地調査 唐津市副市長等への
調査状況報告
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直轄診断・修繕代行（天大橋）

○鹿児島県薩摩川内市が管理する天大橋（橋長５１８ｍ）において、平成３０年度に直轄
診断を実施し、令和元年度に修繕代行新規事業化

側面図

標準断面図
至

出
水
市

至 薩摩郡

至 鹿児島市

N

薩摩川内市役所

薩摩川内
消防局

薩摩川内
警察署

天大橋

川内駅

修繕代行事業（P4～P12） L=329m

所在地：鹿児島県薩摩川内市平佐町
路 線：市道 隈之城高城線
供用年：１９８４年（昭和５９年）

▲直轄診断（H31.2.18） ▲上部工（床版下面）の
ひび割れ

▲中央ヒンジ部の垂れ下がり
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定期点検要領の改定について

一般的なコンクリート橋 特定の溝橋

[８箇所]
○桁端部
○桁中間支点
○桁支間中央
○支間1/4部
○打継部・後打部・目地部
○定着部
○切欠部・ゲルバー部
○その他

[５箇所]
○頂版
○側壁
○底版
○翼壁
○その他

１）定期点検開始（Ｈ２６．７）から５年経過し、点検が一巡

２）点検の進捗に伴い、自治体から負担軽減等についての要望

３）点検支援新技術（写真撮影、非破壊検査等）の進展

○特定の小規模な橋（溝橋、 床版橋やH形鋼桁橋）に
ついて、変状項目や着目すべき箇所の特定等に
より作業量を低減

▲溝橋

１．損傷や構造特性に応じた点検対象の絞り込み ２．特徴的な損傷への対応（充実） ３．新技術の活用による点検方法の効率化

背景・必要性

見直しの概要 ※社会資本整備審議会 道路技術小委員会にて審議

○特定の水路カルバート等について、打音・触診
の省略や変状項目の特定により作業量を低減

○コンクリート、PC鋼材など埋込部や引張材につい
て着目箇所や留意事項を充実

○水中部材（パイルベントの腐食・断面欠損、洗掘など）

について、着目箇所や留意事項を充実
○自らの近接目視によるときと同等の健全性の診

断を行うことができると判断すれば、その他の
方法による場合も近接目視を基本の範囲

▲パイルベントの断面欠損

▲橋脚の洗掘

▲PC鋼材の突出事例

▲破断箇所の修復

▲潜水士による洗掘調査 ▲水中カメラによる定期点検

▲崩土等の堆積

スノーシェッド頂版

▲継手からの土砂流出

大型カルバート

▲橋梁の損傷写真を
撮影する技術

▲トンネルの変状写真を
撮影する技術

▲コンクリートのうき・はく離を
非破壊で検査する技術

特定の溝橋

○ひびわれ
○床版ひびわれ
○その他

▲RC単純床版橋 ▲単純H形鋼桁橋

うき・はく離等の発生状況か
ら、二回目以降の点検におけ
る打音検査の範囲を例示

○狭あい部、水中部など、近接目視の困難箇所で
は打音や触診等に加えて、必要に応じて非破壊
検査や試掘を行い、詳細に状態を把握

▲桁端部や支承まわり
の狭あい部

▲シェッド頂部の主梁端部
（破断の例）

▲杭の水中部
（腐食・断面欠損の例
）

新技術利用のガイドライン

新技術の性能カタログ

着目すべき箇所変状項目

変状項目

○二回目以降のトンネル点検において、打音検査の
範囲を特定することで打音検査の作業量を低減

※近接目視は全面実施

○シェッド等の土工構造物について、経年変化
（崩土の堆積や基礎地盤の変状等）の影響を充実

一般的なカルバート
利用者被害の

おそれがないカルバート

[７項目]
○ひびわれ
○うき
○吸い出し
○洗掘、不同沈下
○附属物等の変状
○路上施設の異常（内空道路）

[４項目]
○ひびわれ
○吸い出し
○洗掘、不同沈下
○舗装の異常（上部道路）

○舗装の異常（上部道路）
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溝橋の定期点検実務講習会の開催について （R1からの継続）
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点検支援技術活用講習会の開催について （R1からの継続）
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九州地方整備局 TEC-DOCTOR制度の概要

39



技術支援の事例＜Ｈ３０年度熊本県石橋点検＞

○自治体支援の一環として、熊本県湯前町より相談を受け、架設時から100年以上経過し
ている湯前町管理の下町橋を大学教授や国土技術政策研究所等により技術助言。

・橋梁名 ：下町橋
・管理者 ：熊本県湯前町
・橋 長 ：18ｍ
・架設年度：1906年（明治39年)
・構造形式：石造アーチ橋

実施日：平成31年度1月17日
参加者：

・熊本大学教授
・国土技術政策総合研究所職員
・国土交通省職員
・熊本県職員
・湯前町職員

技術支援内容
点検方法や補修方法についての技術助言

40


